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神司発乙第１８６号 

令和３年８月３１日 

 

会 員 各 位 

 

神奈川県司法書士会 

 事務局長 荒 井 和 彦 

 

司法書士による「システム利用料」の支払いに関する照会について（お知らせ） 

 

 連合会より、標記の件に関する照会（別紙１）及び回答（別紙２）が届きま

したのでお知らせいたします。 
 

 

日司連常発第 67号 

令和３年（2021年）８月 27日 

 

司法書士会会長 殿 

 

日本司法書士会連合会 

 常務理事 樋 口 威作夫 

 

司法書士による「システム利用料」の支払いに関する照会について（お知らせ） 

 

標記の件について，昨年７月 14日付東司発第 109号文書【別紙１】にて東京

司法書士会より照会があり，昨年８月 12日付日司連常発第 105号文書【別紙２】

のとおり回答したところ，他の司法書士会からも同様の照会があったため，今

般，すべての司法書士会にもお送りすることといたしました。 

貴会会員にもご周知くださるようお願いいたします。 

 

〔本件に関する問合せ先〕 

日本司法書士会連合会 事務局総務部総務課 清水 

Tel 03-5925-8101（直通）／03-3359-4171（代表） 



y.shimizu
別紙１













日司連常発第 105 号 

令和２年（2020 年）８月 12 日 

 

東京司法書士会 

会長 野 中 政 志 殿 

 

                        日本司法書士会連合会 

                         常務理事 長 田 弘 子     

 

司法書士による「システム利用料」の支払いに関する照会について（回答） 

 

令和２年７月 14 日付東司発第 109 号にて照会のありました標記の件につきまして

は，下記のとおり回答いたします。 

 

記 

 

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（以下「ＥＡＪ」という。）に対し

て司法書士から支払われる「システム利用料」が，司法書士が受託する業務に応じて

支払われるものであるなら，その司法書士の行為は貴見のとおりと考えます。当該司

法書士は，ＥＡＪが介することによって業務の依頼を受けているのであって，ＥＡＪ

に登録していなければ，依頼を受けることがないのであるなら，「システム利用料」

は実質的に業務依頼に対する対価と見られるからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               〔本件に関する問合せ先〕 

            日本司法書士会連合会 事務局総務部総務第一課 

y.shimizu
別紙２
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